
平 成 ２ ８ 年 ８ 月

道 路 局

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う

関係政令・関係省令（案）について

１．背景

第１９０回国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律（平成２８年法

律第１９号）により、道路法（昭和２７年法律第１８０号）等が改正されました。

これらの法律のうち、

・ 違法放置等物件に係る対策の強化（道路法第４４条の２）

・ 立体道路制度に係る国有財産法等の特例の創設（道路法第４７条の７）

については、本法律の公布後６ヶ月以内で政令で定める日から施行することとされてい

ます。

本政令・省令案においては、本法律の施行に当たり、公布の日から６ヶ月以内に施行

される部分における政令・省令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正

を行います。

２．政令案の概要

（１）道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）の一部改正関係

道路法第４４条の２が改正され、違法に道路に設置された物件を道路管理者が除去

することができる制度が創設されました。

これを受け、当該物件の保管の手続等について、違法放置物件に係る手続等と同様

とすることと規定します。

（２）その他

その他所要の改正を行います。

３．省令案の概要

（１）道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）の一部改正関係

① 立体道路制度に係る国有財産法等の特例の対象となる交通確保施設について、一

般交通の用に供する施設のうち、以下に該当するものと規定します。

○ 一般交通の用に供する通路及び地下街並びに通路を有する事務所、店舗、倉庫、

住宅、広場、公園及び運動場その他これらに類する施設

○ 自動車駐車場及び自転車駐車場

② 立体道路制度に係る国有財産法等の特例を受けようとする者が適合すべき要件に

ついて、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び

技術的能力を有することとします。

（２）その他

その他所要の改正を行います。

４．今後のスケジュール（予定）

公 布 平成２８年９月下旬

施 行 平成２８年９月３０日


